
法務省出入国管理懇談会（2014/9/29） 

外国人との共生社会の実現に向けて 

明治大学 山脇啓造 

はじめに 

 

地域における多文化共生＝「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」（総務省多文化共

生の推進に関する研究会、2006） 

 １コミュニケーション支援 ２生活支援 ３地域づくり  ＋ 体制整備 

  

約 207万人 1.6% (2013/12 現在)： 2/3は「移民」（永住者は増加） 

 

1. 諸外国の経験 

 

1)欧州 

1973 オイルショック→外国人の定住化→統合政策 

1999 EU:タンペレ・アジェンダ（共通移民政策の形成へ） 

2000 EU:民族・人種平等指令 

2002 オランダ：フォルタイン党の躍進とフォルタイン殺害事件 

2004 EU:移民統合政策のための共通基本原則 

2005 ロンドン同時多発テロ、フランス暴動 

2008 EU:欧州異文化間対話年：インターカルチュラル・シティ（diversity & interaction） 

2013 EU:欧州移民統合指標 

 

2)韓国 

2004 雇用許可制度の導入 

2006 外国人政策会議「外国人政策の基本方向及び推進体系」、居住外国人支援標準条例案 

2007 在韓外国人処遇基本法 

2008  多文化家族支援法 

2012  全国多文化都市協議会 

 

3)国際社会 

自治体 

都市ネットワーク（Eurocities, Intercultural Cities, Cities of Migration, Welcoming  

Cities and Counties） 

多文化主義からインターカルチュラリズム（interculturalism）へ 

統合（integration）からダイバーシティ（diversity）へ 

統合政策に関する指標づくり 

MIPEX(2004, 2007, 2010), EU(2011), OECD(2012) 
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2. 外国人との共生社会に向けた自治体と国の役割 

 

1)自治体 

1970年代：在日コリアンの定住化と社会運動→人権型 

1980年代：「地域の国際化」とニューカマー 

1990年代：ニューカマーの定住化→国際型 

2000年代：外国人住民施策の体系化→多文化共生 

 

2005 川崎市「多文化共生社会推進指針」、新宿区「多文化共生プラザ」 

2007宮城県「多文化共生社会の形成の推進に関する条例」 

2011新宿区自治基本条例「世界からこの地に集う人々とともに互いの持つ多様性を認め合う 

多文化共生社会の実現をめざす」 

2012日韓欧多文化共生都市サミット「東京宣言」 

滋賀県湖南市「多文化共生社会の推進に関する条例」 

2013 浜松市「多文化共生都市ビジョン」：多様性を生かした地域づくり（多文化共生 2.0） 

広島県安芸高田市「多文化共生推進プラン」 

 

2)国 

2006  総務省「地域における多文化共生推進プラン」策定 

   外国人労働者問題関係省庁連絡会議「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」 

2009  内閣府定住外国人施策推進室の設置 

2010/11 日系定住外国人施策に関する基本指針・行動計画 

2012 新在留管理・住民基本台帳制度の開始 

「外国人との共生社会」実現検討会議 

2014  日系定住外国人施策の推進について 

骨太の方針「５０年後の人口１億人維持」と日本再興戦略「外国人材の活用」 

      →外国人材の積極活用、しかし「移民政策と誤解されないように配慮」 

 

3.結語 

 

車の両輪である出入国管理政策と統合政策のうち前者が先行 

→統合政策の構築へ 

1.自治体  2.日系人、中国帰国者、インドシナ難民  3.国際比較 
 
指針・計画→法律 
担当組織（担当大臣） 
 
 
 
参考文献： 
山脇啓造「多文化共生社会に向けて」『全国市町村国際文化研修所メールマガジン』（2007 年 4 月

～現在）http://www.jiam.jp/melmaga/newcontents2/newcontents.html 
山脇啓造「人口減少社会と移民政策－多文化共生社会の構築に向けて」『Meiji.net』（2014 年 7
月）http://www.meiji.net/opinion/vol38_keizo-yamawaki/?topimg140716 
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多文化共生推進プログラム

② 生活支援

① コミュニケーション支援

学習支援、不就学の子どもへの対応、進路指導・就職支援 等

多言語情報提供による居住支援、不動産業者への啓発 等居住

教育

問診票の多言語表記、広域的な通訳派遣システムの構築 等医療・保健・福祉

平常時の防災教育・訓練、緊急時の災害情報伝達、防災計画への位置付け 等防災

ハローワーク・商工会議所等との連携による就業支援・就業環境の改善 等労働環境

行政情報の多言語化、生活相談窓口の設置、通訳ボ
ランティアの育成、情報提供の流通ルートの確保 等

地域における情報の多言語化

オリエンテーション 、日本語・日本社
会の学習機会の提供 等

日本語および日本社会を学習するための支援

③ 多文化共生の地域づくり

日本人住民の意識啓発、交流イベント開催 等地域社会に対する意識啓発

キーパーソンや外国人自助組織の育成 等外国人住民の自立と社会参画
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「生活者としての外国人」に関する総合的対応策

外国人の増加、定住化、子どもの定住化等が見込まれる一方で、課題が多い
→ 社会の一員として日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるよう環境整備が必要

外国人労働者問題関係省庁連絡会議

暮らしやすい地域社会作り

■ 言葉や文化習慣の違
いのため地域になじめ
ない、必要なサービスが
受けられない

暮らしやすい地域社会作り

■ 言葉や文化習慣の違
いのため地域になじめ
ない、必要なサービスが
受けられない

子どもの教育

■ 日本語での教育につ
いていけない、学校に
行かない

子どもの教育

■ 日本語での教育につ
いていけない、学校に
行かない

労働環境の改善、社会
保険の加入促進等

■ 不安定な雇用、低い
労働条件、社会保険
未加入

労働環境の改善、社会
保険の加入促進等

■ 不安定な雇用、低い
労働条件、社会保険
未加入

在留管理制度の見直
し等

■ 居住・就労の実
態が適正に把握で
きない

在留管理制度の見直
し等

■ 居住・就労の実
態が適正に把握で
きない

■ 日系人や日本語がで
きる外国人を活用する
など日本語教育の充
実

■ 行政・生活情報の多
言語化

■ 地域の多文化共生の
取組の促進

■ 防災ネットワークの構
築、防犯対策の充実

■ 住宅への入居支援

■ 母国政府との連携、
情報収集等

■ 日系人や日本語がで
きる外国人を活用する
など日本語教育の充
実

■ 行政・生活情報の多
言語化

■ 地域の多文化共生の
取組の促進

■ 防災ネットワークの構
築、防犯対策の充実

■ 住宅への入居支援

■ 母国政府との連携、
情報収集等

■ JSLカリキュラムの
開発・普及等による公
立学校の教育の充実

※ JSLカリキュラムは日本語
を母語としない子ども向けの学
習カリキュラム

■ 関係機関と連携して
の不就学児童対策の
強化

■ 外国人学校の各種
学校認可の促進、母
国政府との協力の推
進

■ JSLカリキュラムの
開発・普及等による公
立学校の教育の充実

※ JSLカリキュラムは日本語
を母語としない子ども向けの学
習カリキュラム

■ 関係機関と連携して
の不就学児童対策の
強化

■ 外国人学校の各種
学校認可の促進、母
国政府との協力の推
進

■ 労働関係機関とも
連携しての社会保険
の加入促進の推進

■ 二国間社会保障協
定の推進

■ 雇用状況報告の義
務化等をふまえた就
労適正化のための事
業主指導の強化

■ 雇用の安定化のた
めの体制整備

■ 労働関係機関とも
連携しての社会保険
の加入促進の推進

■ 二国間社会保障協
定の推進

■ 雇用状況報告の義
務化等をふまえた就
労適正化のための事
業主指導の強化

■ 雇用の安定化のた
めの体制整備

■ 居住情報等を正
確に把握できるよ
うな在留管理制度
の見直し、雇用状
況報告の義務化

■ 日本語能力等を
在留期間更新等
に当たって考慮す
ること等の検討

■ 居住情報等を正
確に把握できるよ
うな在留管理制度
の見直し、雇用状
況報告の義務化

■ 日本語能力等を
在留期間更新等
に当たって考慮す
ること等の検討
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明治大学国際日本学部教授　山脇　啓造

　　インターカルチュラル・シティとは
移住者（migrant）や少数者（minority）によっても

たらされる文化的多様性を、脅威ではなくむしろ
好機ととらえ、都市の活力や革新、創造、成長の源
泉とする新しい都市政策として、欧州では「イン
ターカルチュラル・シティ」というアプローチが
注目されている。欧州評議会（注１）が欧州委員
会とともに進めているプログラムで、現在、その
趣旨に賛同する欧州21都市が参加している。

インターカルチュラル・シティ・プログラムは、
2008年の欧州文化間対話年（European Year of 
Intercultural Dialogue）や同年の欧州評議会よる
文化間対話白書（White Paper on Intercultural 
Dialogue）の刊行を契機に始まった。インターカ
ルチュラル・シティは以下のように定義されてい
る。

 「インターカルチュラル・シティには、異なる
国籍、出身、言語、信仰や信条の人々が暮らす。
政治指導者と大半の市民は多様性を肯定的に資源
と捉える。インターカルチュラル・シティは積極
的に差別と闘い、そのガバナンス、制度、サービ
スを様々な住民のニーズに適合させる。インター
カルチュラル・シティは、多様性や文化的衝突を
取り扱う戦略と手段を有する。公共空間における
多様なグループの一層の混交と相互作用を奨励す
る。」（注２）

　　欧州都市による受け入れ政策の５類型
インターカルチュラル・シティのアプローチを

理解する上では、過去30年の欧州都市による様々
な経験をもとにした、以下の政策の分類が有益で
あろう（注３）。
①無政策（Non-policy）

移住者や少数者は、都市にとって無関係または
一時的な現象で、歓迎されない存在とみなされ、
対応する必要性が認識されない。
②ゲストワーカー政策（Guestworker policy）

移住者は一時的な労働力であり、いずれは出身
国に戻る存在とみなされる。従って短期的で、移
住者の市民への影響を最小限にするような対策が
とられる。
③同化政策（Assimilationist policy）

移住者や少数者は永住者として受け入れられる
が、できるだけ早く同化することが想定される。
受入れコミュニティの文化規範との違いは奨励さ
れず、その国の一体性に対する脅威と見なされる
場合には抑圧される。
④多文化政策（Multicultural policy）

移住者や少数者は永住者として受け入れられ
る。受入れコミュニティの文化規範との違いは、
法や制度によって奨励、保護され、反人種主義活
動によって支援される。ただし、場合によっては
分離や隔離が助長されるリスクを負う。
⑤多文化共生政策（Intercultural policy）（注４）

移住者や少数者は永住者として受け入れられ
る。受入れコミュニティの文化規範との違いを有

インターカルチュラル・シティ
―欧州都市の新潮流―



自治体国際化フォーラム　Jan．2012　43

する権利は法や制度によって保障される一方、共
通の立場や相互理解、共感を生み出す政策、制度
や活動が高く評価される。

西欧では、2000年代以降、移民が関わる大きな
事件が起こり、それまでの移民政策を見直す機運
が高まり、各国の選挙の大きな争点となっている。
特に、集住する移民の分離をもたらし、社会統合
を阻んでいるとして多文化主義政策への批判が高
まる中で、多様性を尊重する新たなアプローチと
して、異なる文化的背景を有するグループ間の交
流を重視する「インターカルチュラル・シティ・
プログラム」への関心が高まっているといえよう。

参加都市とプログラムの概要
現在、インターカルチュラル・シティ・プログ

ラムに参加しているのは、以下の21都市である。

ベルリン市ノイケルン区（ドイツ）、イジエフス
ク市（ロシア連邦）、ルブリン市（ポーランド）、
リヨン市（フランス）、メリトポリ市（ウクライナ）、
ヌーシャテル州（スイス）、オスロ市（ノルウェー）、
パトラ市（ギリシャ）、レッジョ・エミリア市（イ
タリア）、サボティカ市（セルビア）、ティルブル
フ市（オランダ）、コペンハーゲン市（デンマーク）、
リスボン市（ポルトガル）、ロンドン・ルイシャ
ム区（英国）、ダブリン市（アイルランド）、サン・
セバスチャン市（スペイン）、ジュネーブ市（ス
イス）、リマソール市（キプロス）、ボットシルカ
市（スウェーデン）、ペーチ市（ハンガリー）、ア
ムステルダム市南東区（オランダ）

上記の都市は正会員都市であるが、このほかに
26都市が準会員都市として参加している。この中
には欧州域外の２都市（メキシコシティとモント
リオール）も含まれている。

インターカルチュラル・シティ・プログラムに
よる具体的活動としては、専門家による会員都市
の政策評価、会員都市相互の視察、関連テーマに
関する会議の開催などがある。また、各都市の政
策を評価し、比較する手段として、インターカル
チュラル・シティ指標が開発されている。

日本との交流
国際交流基金によって、2009年から日本の専門

家の欧州への派遣や欧州のプログラム関係者の日
本招聘などが行われてきた。2010年10月には、会
員都市であるヌーシャテル州（スイス）とレッジ
ョ・エミリア市（イタリア）の視察に、日本の自
治体関係者が派遣され、その報告会が2011年１月
に東京で開催された。また、2011年８月には、欧
州評議会のプログラム担当者を招いて、東京とソ
ウルでインターカルチュラル・シティをテーマに
した会議が開かれている。日本では外国人住民の
多い自治体を中心に「多文化共生」の取り組みが進
められ、韓国では国の強力な指導のもと自治体に
よる「多文化政策」が進められてきた。欧州と日
本そして韓国の自治体が互いの経験や知見を共有
することには大きな意義があるように思われる。

2012年１月には、東京で欧州、韓国そして日本
から計９都市の首長が集まる「多文化共生都市サ
ミット」の開催が予定されている（注５）。このよ
うに多文化共生をテーマに欧州とアジアの自治体
首長が一堂に会するのは初めてのことであり、画
期的な会議といえる。自治体による多文化共生の
取り組みが、この会議を契機に新たに進展するこ
とを期待している。

＊インターカルチュラル・シティの公式ウェブサイト
　http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/
default_en.asp

（注１）欧州評議会は EU 加盟国 27 か国の他、南東欧諸国や
ロシアなどを含めて 47 か国の加盟する汎欧州機関。日本
は 1996 年からオブザーバー国として参加している。

（注２）欧州評議会によって 2011 年８月に国際交流基金に
提供された文献（Intercultural Cities Handout）による。

（注３）以下の資料をもとに筆者が要約。Intercultural cities: 
Towards a model for intercultural integration, Strasbourg: 
Council of Europe Publishing, 2010, pp.22-23.

（注４）“intercultural”は翻訳が難しい用語であるが、「多文
化共生」の概念が最も近いと思われる。

（注５）国際交流基金主催の「多文化共生都市国際シンポジ
ウム」は、2012 年１月 18 ～ 19 日に東京都内で開催予定。
日本からは浜松市、東京都大田区および新宿区の３首長の
参加が予定されている。p.44 の情報告知板参照。
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明治大学国際日本学部教授　山脇　啓造

会議の概要
　2012年１月18日・19日に、日本と韓国そして欧
州の９自治体の首長らが集まった多文化共生都市
国際シンポジウムが都内で開かれた。国際交流基
金と欧州評議会の共催による会議で、参加したの
は以下の９首長らである。

日本：鈴木康友浜松市長、中山弘子新宿区長、松
原忠義大田区長

韓国：廉泰英水原市長、文錫珍ソウル市西大門区
長、鄭承奉安山市副市長

欧州：アントニオ・コスタ・リスボン市長（ポル
トガル）、カタリーナ・ベリグレン・ボッ
トシルカ市長（スウェーデン）、フランコ・
コッラディーニ・レッジョ・エミリア市副
市長（イタリア）

　
　いずれも、多文化共生に力を入れている都市（多
文化共生都市（注１））で、欧州からは本誌2012年
１月号の拙稿（注２）でも紹介した欧州評議会と
欧州委員会が実施している「インターカルチュラ
ル・シティ・プログラム」の会員都市が参加した。
　シンポジウム初日の午前には、欧州評議会のロ
バート・パルマー民主的統治・文化・多様性局
長、筆者そして韓国聖公会大学の梁起豪教授によ
って、それぞれ欧州、日本、韓国の現状について
報告がなされた。そして、午後には、９人の首長
らが日韓欧の組み合わせで３人ずつ登壇し、それ
ぞれの都市の取り組みの報告がなされ、コメンテ

ーターを交えて討議を行った。シンポジウム２日
目には、９都市の多文化共生担当課長らが報告を
行う実務者セミナーも開かれた。
　９首長らによる報告の中で、外国人支援の取り
組みが中心となっている日韓の都市と、外国人支
援に加えて文化背景の異なる集団間の対話や交流
に力を入れている欧州都市の違いが感じられた。
また、国による体制整備が進んでいる欧州や韓国
と比べ、国の体制整備が進まない中で自治体の取
り組みが先行している日本の特徴も明らかになっ
たように思われた。
　なお、これまで、英訳をする際に多文化共
生を意味する形容詞として “multicultural” が
用いられることが多かったが、この会議では、

“intercultural” が用いられた。インターカルチュラ
ル・シティでは、“multicultural” と“intercultural” 
の二つの概念の区別が重要であり、日本の多文化
共生の概念は、後者に近いと思われるからである
（注３）。

多文化共生都市の連携を目指す東京宣言
　サミットの中で、鈴木浜松市長は国内外の都市
連携の推進を唱
え、今年10月に
第２回の多文化
共生都市サミッ
トを浜松市で開
催することを発
表した。そして、
会 議 の 最 後 に

多文化共生都市サミット
～新たなネットワークの構築に向けて～

東京宣言を読み上げる鈴木浜松市長
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は、参加者一同の賛同のもと、「多文化共生都市
の連携を目指す東京宣言」が採択された。短い宣
言なので、以下、全文を引用する。

　「日韓欧多文化共生都市サミット」に集まった私たち
は、お互いの知見と経験を共有し、現在そして将来の
都市が直面する主要な課題にいかに取り組むかを探る
ために真摯に話し合い、日本、韓国の諸都市の多文化
共生の取り組みとその成果、そして欧州評議会・欧州
委員会のインターカルチュラル・シティ・プログラム
に参加する欧州都市の戦略について討議した。
　グローバリゼーションの時代にあって、経済および
社会が大きく変貌していく中で、アジアや欧州そして
世界の多くの都市にとって、新たな多文化共生の理念
と実践が今後重要性を増すとの共通の認識を得た。
　私たちは、文化的多様性を都市の活力、革新、創造、
成長の源泉とする新しい都市理念を構築し、多文化共
生都市が連携し、互いの成果から学び、共通の課題を
解決することを目指す。そして、異なった文化的背景
を持つ住民が共に生き、繁栄し、調和した未来の都市
を築いていく。

都市連携の意義
　日本では、東海地方を中心に南米系日系人の多
い自治体が集まって、外国人集住都市会議や多文
化共生推進協議会といったネットワークを形成し
ている。一方、アジア系外国人の多い東京都内や
在日コリアンの多い関西地方にも多文化共生に力
を入れている自治体があるが、そうした自治体が
加わるネットワークは存在しない。
　外国人集住都市会議は、これまで、国に対して
外国人受入れ体制の整備に関する様々な政策提言
を行い、国による社会統合政策構築に大きく貢献
してきた。同会議は南米系日系人以外の外国人も
視野に入れた政策提言を行ってきたが、国の取り
組みは「日系定住外国人施策に関する基本指針・
行動計画」を策定するなど、南米系日系人に焦点
をあてたものとなっている。今後、国が外国人全
体にかかわる課題を対象に、より総合的、体系的
な社会統合政策に取り組み、外国人受入れ体制の
整備を図っていくためには、南米系日系人の多い
自治体に限らない、「多文化共生都市」の全国的
なネットワークが築かれ、国や社会全体に発信し
ていくことが重要ではないだろうか。
　今回のサミットは、外国人集住都市会議をリー

ドする浜松市と都内の多文化共生の取り組みをリ
ードする新宿区の首長が初めて顔を合わせる会議
となったが、これを契機に多文化共生都市の全国
的なネットワークづくりが始まるかもしれない。
また、欧州や韓国と比較しながら国内の多文化共
生の取り組みを振り返る機会となったが、グロー
バルな観点から日本の多文化共生の取り組みを推
進していくきっかけとなるかもしれない。そうい
った意味で、今回のサミットは歴史的な意義をも
った会議であったといえよう。

今後の展望
　浜松市では、今年10月の第２回多文化共生都市
サミットの開催に向けた準備を進めている。第１
回同様、欧州と日韓の都市が中心となる予定であ
る。このサミットに新たな国内都市が参加すれば、
国内ネットワークの形成に向けた動きに弾みがつ
くかもしれない。一方、韓国では、近年、国主導
で外国人受入れ体制の整備が進んでいるが、外国
人集住都市会議のような自治体によるネットワー
クは存在しない。しかし、今回そして第２回のサミ
ットへの参加を通じて、韓国でも多文化共生都市
のネットワークが形成される可能性がある。そし
て、日韓それぞれの多文化共生都市ネットワーク
と欧州のインターカルチュラル・シティのネット
ワークが連携し、国内外を通じて互いの知見と経
験を共有することができれば、自治体による多文
化共生の取り組みが大きく前進するに違いない。
　そうした自治体による先駆的な取り組みが国を
リードし、日本、韓国そして欧州における多文化共
生社会の形成につながることを期待したい。さら
に、日韓欧を超えた世界の多文化共生都市とも連
携していけば、多様性を尊重する平和で公正な地
球社会の構築に寄与することも可能となるだろう。

（注１）まだ、あまり広く使われていない用語であるが、国際
交流基金では、2011年１月に主催した「多文化共生都市セ
ミナー」以来、用いている。

（注２）山脇啓造「インターカルチュラル・シティ－欧州都市
の新潮流」『自治体国際化フォーラム』2012年１月号、42
－43頁。

（注３）山脇啓造「インターカルチュラル・シティ－欧州都市
の新潮流」参照。
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８
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」
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国
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９
９
０
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す
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国
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す
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す
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入
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。
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国
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。
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治
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都
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。
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。
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す
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外
国
人
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。
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。
国
と
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換
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自
治
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に
経
済
界
や
市
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体
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加
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を
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入
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、
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き

，
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。
外
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人

集
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都
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議
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。

関
係
府
省
の
委
員
会
に
も
参
加
。

国明
際治
日大
本学
学
部
教
授

「これが言いたいJは毎週本 ar‐ 置に掲載します
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